
企業・団体の皆様

企業の皆さん、少しだけ人手が足りないことはありませんか。
そんな時はシルバー人材センターをご利用ください。

主な仕事内容

就業の仕組み
　シルバー派遣での就業は、臨時的・短期的な
業務（おおむね月１０日程度以内のもの）又は
軽易な業務（おおむね週２０時間を超えないもの）
になります。
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シルバー派遣の就業例

※上記の例のほかにも、さまざまな就業形態があります。

（後援団体）群馬県商工会議所連合会　群馬県商工会連合会　群馬県中小企業団体中央会

公益財団法人
群馬県長寿社会づくり財団
（群馬県シルバー人材センター連合会）

〒３７１‒８５１７
前橋市新前橋町１３‒12
群馬県社会福祉総合センター５階

電話  027‒255‒6400
FAX  027‒255‒6166

就業日数・就業時間 ローテーション就業必要な時に、必要な時間だけ。

複数の会員で時間や曜日を分担。例１
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事務系の仕事

●一般事務、受付事務、パソコン入力など

販売店舗、飲食店、
宿泊施設等での仕事

●スーパーの品出し、惣菜加工、カート整理など
●飲食店等での食器洗い、配膳、片付けなど
●旅館やホテルの配膳、調理補助、清掃など

福祉、介護、
子育て、家庭支援の仕事

●福祉施設の介護補助
●福祉施設利用者の送迎車の運転
●福祉、介護施設での調理補助
●保育園等の保育補助
●学童の生活指導補助等

施設等での仕事

●施設などの管理業務（窓口、電話対応）
●工場などの内外の清掃、除草

短時間
ＯＫ！

簡単な
お仕事も
お任せください

工場等での仕事

●製品等の仕上げ作業
●部品等の包装・梱包作業
●食料品、菓子の製造・加工作業など

その他の仕事

●展示会受付雑務
●スクールバスの運転、添乗
●荷物の配送作業（市町広報誌、給食など）
●農作業（種まき、収穫、除草など）
●資源ゴミの選別・仕訳け
●その他軽作業
●ゴルフ場でのコース内の清掃、環境整備など

派遣元事業主



シルバー派遣とは？
シルバー派遣とは、６０歳以上のシルバー人材センターの登録会員を、
公益財団法人群馬県長寿社会づくり財団（群馬県シルバー人材セン
ター連合会）が企業・団体に労働者として派遣するものです。派遣
労働者は、派遣先様の指揮命令により就業し、派遣先様の従業員と
一緒に業務を遂行します。

派遣することができない仕事
● 高齢者にとって危険又は有害な業務
●港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における
医療関係の業務

シルバー派遣労働者は、就業時間が短いため労働者
災害補償保険は適用されますが、雇用保険及び社会
保険（健康保険及び厚生年金保険）は、原則適用
されません。

労働保険
社会保険

派遣料金について

派遣
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派遣労働者賃金❶

❷

❸

❹

派 遣手数料

交 通費

消費税［（❶＋❷＋❸）×10%］

について

●  派遣先としての労働関係法令の適用があります。
●  対応できる会員がいない場合は、派遣できない場合もあります。
●  派遣先が労働者派遣を受けるに当たり、事前の面接や履歴書の送付の
　  要請等の労働者を特定する行為は、法令により禁止されています。

ご留意いただきたいこと

仕組みと概要

派遣元
事業主

（公財）群馬県長寿社会づくり財団
（群馬県シルバー人材センター連合会）

●  実施事業所は下記のシルバー人材センター内に設置し、
　  派遣元責任者であるセンター職員が対応します。

●  派遣労働者は、群馬県シルバー人材センター連合会と雇用
　  契約を結んだ県内のシルバー人材センターの会員です。

派遣先様

仕事をする事務所

労働者派遣契約

雇用契約
給与の支払

指揮命令
（業務の指示）

就  業

労働者の派遣

派遣料金の支払

派遣労働者

派遣登録をしているシルバー会員
※６０歳以上が会員対象

あなたの街のシルバー人材センターまでお気軽にお問い合わせください

※ＳＣは「シルバー人材センター」の略

・前橋市ＳＣ ０２７－２５４－５０２２
・高崎市ＳＣ ０２７－３２２－０２０６
・桐生市ＳＣ ０２７７－４３－９１６１
・伊勢崎市ＳＣ ０２７０－２４－７７２２
・太田市ＳＣ ０２７６－４７－５６３５
・沼田市ＳＣ ０２７８－２４－２９４２
・館林市ＳＣ ０２７６－７２－１３２１
・渋川市ＳＣ ０２７９－２２－４６８８
・藤岡市ＳＣ ０２７４－２２－２１５１

・富岡市ＳＣ ０２７４－６０－１６００
・安中市ＳＣ ０２７－３８０－５１１２
・みどり市ＳＣ ０２７７－７２－１９０５
・吉岡町ＳＣ ０２７９－３０－５１６１
・甘楽町ＳＣ ０２７４－７４－３４７５
・みなかみ町ＳＣ ０２７８－２５－４６８８
・板倉町ＳＣ ０２７６－８２－３９５２
・大泉町ＳＣ ０２７６－６１－２２３０


